平成２９年７月３１日
新規指定申請事業者　各位


新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について

日頃から、東京都の障害福祉行政に御協力いただきありがとうございます。
東京都では、別添の厚生労働省の協力依頼に基づき、下記のとおり、新規指定申請時に、社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票及び関係資料の写しを提出していただくこととしましたので、御協力いただくようよろしくお願いします。

記

１　提出書類
社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票（別紙のとおり。）

２　関係資料
（１）社会保険（健康保険及び厚生年金保険）　次のいずれかの資料の写し
ア　保険料の領収証書
イ　社会保険料納入証明書
ウ　社会保険料納入確認書
エ　健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書
オ　健康保険・厚生年金保険適用通知書
（２）労働保険（労災保険及び雇用保険）　次のいずれかの資料の写し
ア　労働保険概算・確定保険料申告書
イ　納付書・領収証書
ウ　保険関係成立届

３　厚生労働省への情報提供
別紙の確認票において、社会保険については２、３及び５に、労働保険については２及び３に該当する事業所については、厚生労働省からの協力依頼の通知に基づき、厚生労働省に情報提供しますので、御了承ください。

４　実施時期
[bookmark: _GoBack]平成２９年１０月１日指定分を目途に、適用します。具体的な適用時期は、各サービスの指定担当に御確認ください。

※指定申請に係るお問い合わせは、東京都福祉保健局障害者施策推進部の各サービス所管にお願いします。
http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/Lib/LibDspCatego.php?catid=093

※社会保険及び労働保険の制度一般についてのお問い合わせは、日本年金機構地域部及び都道府県労働局にお願いします。照会先一覧は、添付した国通知の別添１及び別添２をご覧ください。
